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核兵器禁止条約の発効にあたり、改めて核兵器の廃絶を求める会長

声明 

 

２０２１年３月２４日 

東京弁護士会会長  冨 田 秀 実 

 

１ ２０１７（平成２９）年７月７日に国連会議で採択された「核兵器の禁止に

関する条約」(以下「核兵器禁止条約」という。)は、２０２０（令和２）年１

０月２４日、発効に必要な５０番目の国としてホンジュラス共和国が批准し、

９０日経過後の本年１月２２日に、ついに発効した。 

２ 核兵器の使用は、その強大な熱線・放射線と衝撃波によって、一定範囲の人

間を兵士と民間人・老若男女の区別なく殺傷し、また、生存者には放射線によ

る影響を長期間及ぼし続け、さらに大量の放射性物質を放出することで地球

環境をも汚染し、人類の生存そのものを脅かす究極の非人道的行為であるこ

とは言うまでもない。その実験も、このような非人道的兵器を開発する行為で

あり、放射性物質の環境放出を避けられず、甚大な被害を生じさせる恐れもあ

る。 

「核兵器禁止条約」は、このように非人道的にしか用いることができない核

兵器その他の核爆発発生装置について、その使用または威嚇のみならず、開発、

実験、生産、製造、取得、保有又は貯蔵、核兵器又はその管理の直接的・間接

的な移譲、さらには同条約が禁止する活動に対する援助、奨励又は勧誘、ある

いは同条約が禁止する活動に対する援助の求め又は受入れ、そして自国の領

域又は管轄下にある場所への核兵器の配備、設置又は展開の容認等を広く禁

止して違法化している（同条約第１条⒜号～⒢号）。 

３ しかしながら、核保有国はこの条約に署名しておらず、今後も同条約に加盟

する見込みも乏しいとされている。 

わが国も、この条約の目指す核兵器廃絶という目標を共有するとしつつも、

既存の核保有国の核抑止力による均衡の保持を支持し、特に日米同盟の下で

米国の抑止力を維持することが重要であるとの認識から、この条約には加盟

しない意向を示している。 

４ わが国は、唯一の戦争被爆国であり、「核兵器の無い世界」に対する国民の

希求は特に大きい。しかも日本国憲法は、前文において「全世界の国民が、ひ

としく…平和のうちに生存する権利を有することを確認する」（平和的生存権）

と定めている。 
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衆議院では２００９（平成２１）年６月１６日に、参議院では同月１７日に、

わが国は、唯一の被爆国として、世界の核兵器廃絶に向けて先頭に立って行動

する責務があり、核廃絶・核軍縮・核不拡散に向けた努力を一層強化すべきで

あるとする「核廃絶に向けた取り組みの強化を求める決議」がなされた。 

日弁連は、２０１０（平成２２）年１０月８日に盛岡市で開催した第５１回

人権擁護大会において、「今こそ核兵器の廃絶を求める宣言」をしている。 

当会も、２０２０（令和２）年８月６日の「被爆７５年目の夏を迎えるにあ

たっての会長談話」において、唯一の戦争被爆国であるわが国がこの条約に加

盟する必要性を強く指摘したうえで、核の傘に頼らない平和を外交的努力に

よって実現すべきであることを訴えている。 

５ 当会は、核兵器禁止条約の発効にあたり、改めてわが国が核兵器禁止条約に

加盟する必要性を指摘するとともに、核兵器の無い平和な世界を実現するた

め、世界の市民とともに努力することを誓うものである。 

 


